
京都府設計津波水位検討委員会設置要領 

（設置） 

第１条 京都府の沿岸における海岸保全施設等の設計に用いる津波の水位（以下、設計津波

水位）設定案を策定することを目的に、専門的見地から広く助言等を得るため、「京都府

設計津波水位検討委員会」（以下「委員会」という。）を設置する。 

（委員の業務） 

第２条 委員会の委員は次の事に関し意見を述べるものとする。 

（１） 地域海岸毎の設計津波水位の設定の検討に関すること 

（２） その他、地域海岸毎の設計津波水位の設定案の策定に必要な事項に関すること 

（委員会の構成） 

第３条 委員会の委員は津波対策や設計水位の検討等に関する優れた知識を有する者をもっ

て構成する。 

２ 委員会に委員長を置き、委員の互選によって選出する。 

３ 委員会に委員長代行を置き、委員長がこれを指名する。 

４ 委員長は委員会の議事を進行するものとする。 

５ 委員の任期は、１年以内とする。 

（会 議） 

第４条 委員会は必要の都度開催するものとする。 

２ 知事は、必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、その

意見を聴取することができる。 

（その他） 

第５条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、別に定める。 

（附 則） 

この要領は、平成２８年 １０月１３日から施行する。 
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